
 

 

 

 

令和６年度の変更点について 

（経営診断・経営改善支援・運賃交渉支援事業） 

 

１．「ステップ３（運賃交渉支援）」の追加等 

・従来のステップ１・ステップ２に加えて、「ステップ３（運賃交渉支援）」を新

設しました。 

・「「ステップ３（運賃交渉支援）」では、従来のステップ１「・ステップ２の結果を

踏まえ、事業者に対して、自社の経営状況・財務状況等を踏まえた適切な運賃

設定の支援、交渉資料作成及び交渉への同席・説明等の支援を行います（具体

的な実施内容・日数は事業者と診断士の協議により決定）。 

 

２．費用と助成金額の見直し 

・従来は助成対象外となっていた診断士の旅費交通費について、遠方の事業者で

も本事業を利用しやすいよう、上限５万円の範囲内で助成対象としました。 

・なお、ステップ２について、費用が１０万円増加しておりますが、これに対応

して助成額も１０万円増加しております（事業者の実質負担額は変更なし）。 

 

３．その他 

・本事業を「経営診断事業」から「経営診断・経営改善支援・運賃交渉支援事業」

に改めました。 

・本事業の「実施規程」を定め、各ステップにおける具体的な役務の内容、役務

提供を行う診断士の要件等を定めました。 

 

 

以上 


